
令和７年度 文書館の逸品４ 解説資料 

戦国を生きた異能の僧侶 

教
きょう

如
に ょ

の書状～当館収蔵戦国期文書の逸品～ 

展示期間 令和７年 11 月１日（土）～12 月 26 日（金） 
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〔本願寺教如書状〕（極月十八日） 

※文禄元年（1592）～文禄四年（1595）の間に発給 

 

八木健次家文書 P09702 №1592-6（複製） 

（形態：折紙、原寸：縦 36.3㎝×横 48.5㎝） 

 

差出には「本門 寿」とあり、木版花押が据えられている。「本門」は本願寺門
もん

主
しゅ

を表すものであり、「寿」は名前の一部を示すものと考えると、差出人は「光
こう

寿
じゅ

」

の諱を持つ東本願寺 12代門主である教如
きょうにょ

と比定できる。 

宛所の「松平左衛門督
さえもんのかみ

」は、徳川四天王の筆頭とされる酒井忠次
ただつぐ

（1527～1596）

の可能性が高い。教如が本願寺門主に就任していた期間と酒井忠次が左衛門督に任

官されてから死去するまでの期間を考えると、本文書は文禄元年（1592）～文禄四

年（1595）の間に発給されたものと考えられる。 

内容は、教如が歳暮の品として小袖を酒井忠次に贈った折の添状と思われる。

徳川家康への取次を担っていたであろう、忠次への配慮が窺える興味深い史料であ

る。 

【参考文献：青木裕美「八木家文書とその伝来について」（『群馬県立歴史博物館紀要』第 39号、2018年』）】 

秋田県秋田市西善寺所蔵（画像は Wikipedia より転載） 


